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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルの入力領域に対するタッチ操作を検知する検知部と、
　前記検知部によって検知された第１のタッチ操作を無効な操作と判定する第１判定部と
、
　前記第１のタッチ操作が継続している間に前記検知部によって検知された第２のタッチ
操作を有効な操作と判定する第２判定部と
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記第１判定部は、
　前記第２のタッチ操作が検知されていない場合において、前記第１のタッチ操作が所定
距離よりも大きく移動した場合に、前記無効な操作とする判定を有効な操作とする判定へ
変更すること
　を特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１判定部は、
　前記第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作との距離が所定距離よりも大きく移動し
た場合に、前記第２のタッチ操作を有効な操作とする判定を保持したまま、前記無効な操
作とする判定を有効とする判定へ変更すること
　を特徴とする請求項１または２に記載の表示装置。
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【請求項４】
　前記第１判定部は、
　前記第１のタッチ操作を中心として前記第２のタッチ操作が回転した場合、または、前
記第２のタッチ操作を中心として前記第１のタッチ操作が回転した場合に、前記第２のタ
ッチ操作を有効な操作とする判定を保持したまま、前記無効な操作とする判定を有効とす
る判定へ変更すること
　を特徴とする請求項１、２または３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１判定部および前記第２判定部の判定を行うか否かを切り替える切替部
　をさらに備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の表示装置。
【請求項６】
　車両に搭載されること
　を特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の表示装置。
【請求項７】
　表示パネルの入力領域に対するタッチ操作を検知する検知工程と、
　前記検知工程によって検知された第１のタッチ操作を無効な操作と判定する第１判定工
程と、
　前記第１のタッチ操作が継続されている間に前記検知工程によって検知された第２のタ
ッチ操作を有効な操作と判定する第２判定工程と
　を含むことを特徴とする表示方法。
【請求項８】
　表示パネルの入力領域に対するタッチ操作を検知する検知手順と、
　前記検知手順によって検知された第１のタッチ操作を無効な操作と判定する第１判定手
順と、
　前記第１のタッチ操作が継続している間に前記検知手順によって検知された第２のタッ
チ操作を有効な操作と判定する第２判定手順と
　をコンピュータに実行させることを特徴とする表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、表示方法および表示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タッチパネルディスプレイなどの入力機能を有する表示パネルの入力において、
ユーザの意図しない操作を無効にする表示装置が知られている。
【０００３】
　かかる表示装置として、表示パネルのタッチボタン以外の領域に、タッチ操作が無効と
なる無効領域を予め設け、第１のタッチ操作で無効領域をタッチしながら行った第２のタ
ッチ操作を有効にする技術が開示されている（たとえば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－０９９００５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した技術では、予め指定された無効領域に対して第１のタッチ操作
を行う必要があるので、第１のタッチ操作を慎重に行う必要がある。このため、ユーザは
軽快な操作を行いづらい。
【０００６】
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　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、意図しない操作を低減しつつ軽快に入
力することができる表示装置、表示方法および表示プログラムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、表示装置において、検知部
と、第１判定部と、第２判定部とを備える。検知部は、表示パネルの入力領域に対する接
触を検知する。第１判定部は、前記検知部によって検知された第１の接触を無効な接触と
判定する。第２判定部は、前記第１の接触が継続している間に前記検知部によって検知さ
れた第２の接触を有効な接触と判定する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、表示パネルを用いて意図しない操作を低減しつつ軽快に入力すること
ができる表示装置、表示方法および表示プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】図１Ａは、本実施形態に係る表示装置の搭載例を示す図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本実施形態に係る表示手法の概要を示す図である。
【図２】図２は、本実施形態に係る表示装置のブロック図である。
【図３Ａ】図３Ａは、有効条件情報の一例を示す図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、第１有効条件の一例を示す図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、第２有効条件の一例を示す図（その１）である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、第２有効条件の一例を示す図（その２）である。
【図４】図４は、操作方法の報知例を示す図である。
【図５】図５は、表示装置が実行する表示処理手順を示すフローチャートである。
【図６】図６は、表示装置をタブレット端末に適用した例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明に係る表示装置、表示方法および表示プログラムの実施形態を図面に基
づいて詳細に説明する。また、以下の実施形態では、車載用の表示パネルに本発明を適用
する場合について説明するが、車載以外の表示パネル、たとえば、タブレット端末やスマ
ートフォンなどにも本発明を同様に適用することができる。
【００１１】
　まず、本実施形態に係る表示手法の概要について図１Ａおよび図１Ｂを用いて説明する
。図１Ａは、本実施形態に係る表示装置の車両への搭載例を示す斜視図である。また、図
１Ｂは、本実施形態に係る表示手法の概要を示す図である。
【００１２】
　図１Ａに示すように、表示装置１は、たとえば、車両１００内のダッシュボード内に固
定される。そして、表示装置１は、表示パネル２を備えている。なお、表示装置１は、車
両１００に搭載されたナビゲーション装置３（図示せず）などの装置と接続されているも
のとする。
【００１３】
　また、同図に示すように、表示装置１に表示される表示画像１ａには、４個のタッチボ
タンＡ１～Ａ４を例示している。かかる４個のタッチボタンＡ１～Ａ４は、たとえば、上
記したナビゲーション装置３を操作するコマンドボタンである。
【００１４】
　また、表示パネル２に表示された表示画像１ａのすべての領域を領域Ｂとする。かかる
領域Ｂは、表示パネル２におけるすべての入力領域に対応する。なお、以下の説明では、
表示パネル２への最初のタッチ操作を第１のタッチ操作、第１のタッチ操作の次に行われ
るタッチ操作を第２のタッチ操作とする。
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【００１５】
　たとえば、車両１００の走行中に目的とするタッチボタンＡ１を指先でタッチ操作しよ
うとした場合、正確に操作するのは容易ではない。これは、車両１００の走行時には、加
速度や振動が生じるため、ユーザの指先が安定しないためである。
【００１６】
　また、ユーザが車両１００のシート１５０に着座した状態では、表示パネル２とユーザ
の目との距離が離れているためにユーザが距離感をつかみ難い。したがって、かかる状況
では、タッチボタンＡ１近傍のタッチボタンＡ２を誤ってタッチ操作しやすくなる。
【００１７】
　このため、上記した従来技術では、表示パネル上のタッチボタン以外の領域に、タッチ
操作が無効となる無効領域を予め設けることとしている。そして、第１のタッチ操作で無
効領域を操作し、第１のタッチ操作を行う指を支点として、第２のタッチ操作で目的のタ
ッチボタンを操作した際に第２のタッチ操作を有効にすることとしている。
【００１８】
　しかしながら、上記の従来技術では、第１のタッチ操作を限定された領域である無効領
域内で行わなければならないので、第１のタッチ操作を慎重に行う必要がある。このため
、ユーザは軽快な操作を行いづらい。したがって、たとえば、運転中のドライバがタッチ
操作に気を取られて運転への注意力がそがれてしまう恐れがある。
【００１９】
　そこで、本実施形態に係る表示装置１では、操作無効領域を設けずに、表示パネル２の
いずれの位置でも第１のタッチ操作を行うことができるようにした。そして、第１のタッ
チ操作を無効としたうえで、第１のタッチ操作が継続中に行われた第２のタッチ操作を有
効とすることとした。
【００２０】
　たとえば、第１のタッチ操作でタッチボタンＡ１を操作した場合であってもかかる操作
は無効として受け付けず、第２のタッチ操作でタッチボタンＡ２を操作した場合には、か
かる操作を有効として受け付ける。
【００２１】
　したがって、表示装置１によれば、第１のタッチ操作を慎重に行う必要がないので、ユ
ーザは軽快な操作を行うことができる。
【００２２】
　ところで、上記の従来技術では、無効領域内で行われた第１のタッチ操作は必ず無効と
なるので、たとえば表示画像１ａの縮尺を変更するピンチ操作や、表示画像１ａを回転さ
せるローテート操作などといった多様な操作を行うことはできない。このため、操作時間
がかさんでしまうという問題もある。
【００２３】
　そこで、表示装置１は、第１のタッチ操作が所定の条件を満たした場合や、第１のタッ
チ操作および第２のタッチ操作の関係が所定の条件を満たした場合には、いったん無効と
した第１のタッチ操作を有効にすることで、様々なタッチ操作へ対応することができる。
この点については、図３Ａ～図３Ｄを用いて後述することとする。
【００２４】
　つづいて、図１Ｂを用いて本実施形態に係る表示手法の概要について説明する。同図に
記載したタッチボタンＡ１および領域Ｂは図１Ａと対応している。そして、「ｔ」は、経
過時間を示し、「領域Ｂ操作」、「Ａ１操作」はそれぞれどのタイミングでかかる領域を
タッチ操作したかを示すものである。
【００２５】
　同図では、領域Ｂを時間ｔ０～ｔ２の間にタッチ操作し、タッチボタンＡ１をｔ１～ｔ

２およびｔ３～ｔ４の間にタッチ操作していることを示している。つまり、ｔ０～ｔ２間
では、領域Ｂへの操作が第１のタッチ操作となり、ｔ１～ｔ２間では、タッチボタンＡ１

へのタッチ操作が第２のタッチ操作となる。また、ｔ３～ｔ４間では、タッチボタンＡ１



(5) JP 6541475 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

へのタッチ操作が第１のタッチ操作となる。
【００２６】
　このように、ｔ０～ｔ１間で、領域Ｂをたとえば親指で予めタッチ操作し、ｔ１～ｔ２

間で親指でのタッチ操作を継続しつつ所望のタッチボタンＡ１をたとえば人指し指でタッ
チ操作を行うことで、タッチボタンＡ１へのタッチ操作が有効となる。
【００２７】
　この際、第１のタッチ操作が行われる領域Ｂは、タッチボタンＡ１、Ａ２やＡ３上であ
ってもよい。つまり、第１のタッチ操作を行うことができる領域は表示パネル２における
すべての入力領域である。
【００２８】
　このように、本実施形態に係る表示装置１では、第１のタッチ操作継続中の第２のタッ
チ操作を有効と判定することとしたので、第１のタッチ操作による誤操作を軽減すること
ができる。また、第１のタッチ操作の操作する領域はタッチボタン上であっても無効とな
ることから、ユーザは第１のタッチ操作の操作領域を気にすることなく操作が可能となる
。
【００２９】
　次に、表示装置１の内部構成について図２を用いて説明する。図２は、本実施形態に係
る表示装置１の構成を示すブロック図である。なお、図２では、本実施形態の特徴を説明
するために必要な構成要素のみを示しており、一般的な構成要素についての記載を省略し
ている。
【００３０】
　同図に示すように、表示装置１は、表示パネル２と制御部１０と記憶部２０とを備えて
いる。また、表示装置１には、ナビゲーション装置３が接続されている。
【００３１】
　表示パネル２は、たとえば、液晶パネルを備えており、表示画像１ａを表示する。表示
画像１ａは、たとえば、ナビゲーション装置３から指示された地図情報や係る地図情報を
操作するためのタッチボタンなどである。さらに、表示パネル２は、タッチパネルを備え
ており、ユーザの操作を受け付ける操作受付部材としても機能する。
【００３２】
　制御部１０は、たとえばＣＰＵ（Central　Processing　Unit）であり、表示装置１の
全体制御を行う。また、制御部１０は、検知部１０ａと、切替部１０ｂと、第１判定部１
０ｃと、第２判定部１０ｄと、入出力部１０ｅとを備える。
【００３３】
　検知部１０ａは、表示パネル２でのタッチ操作を検知する。そして、かかるタッチ操作
の初期座標と操作距離と操作方向とを含んだタッチ情報２０ａを、切替部１０ｂおよび記
憶部２０へそれぞれ出力する。なお、検知部１０ａは、新たにタッチ操作が行われる度に
、各タッチ操作に対応するタッチ情報２０ａを検知する。
【００３４】
　また、本実施形態では、検知部１０ａが表示パネル２におけるすべての入力領域に対す
る接触を検知する場合について説明するが、検知部１０ａがすべての入力領域のうち一部
の領域を接触検知の対象とすることとしてもよい。
【００３５】
　なお、以下の説明では、第１のタッチ操作に関するタッチ情報２０ａを第１タッチ情報
、第２のタッチ情報に関するタッチ情報２０ａを第２タッチ情報とする。そして、第１タ
ッチ情報および第２タッチ情報をまとめてタッチ情報２０ａと記載する。
【００３６】
　記憶部２０は、タッチ情報２０ａと、切替条件情報２０ｂと、有効条件情報２０ｃとを
記憶する。また、記憶部２０は、たとえばＲＡＭ（Random　Access　Memory）、フラッシ
ュメモリ等の半導体メモリ素子、または、ハードディスク、光ディスク等の記憶装置であ
る。
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【００３７】
　記憶部２０に記憶されるタッチ情報２０ａは、第１判定部１０ｃの要求に応じて、記憶
したタッチ情報２０ａを第１判定部１０ｃへ出力する。切替条件情報２０ｂは、切替部１
０ｂがタッチ情報２０ａの出力経路を切り替える条件となるタッチ操作に関する情報であ
る。
【００３８】
　また、有効条件情報２０ｃは、第１判定部１０ｃおよび第２判定部１０ｄが第１のタッ
チ操作を有効にするための判定条件となるタッチ操作に関する情報である。なお、有効条
件情報２０ｃは、第１有効条件および第２有効条件に区分される。有効条件情報２０ｃの
詳細については、図３Ａ～図３Ｄを用いて後述することとする。
【００３９】
　そして、記憶部２０は、第１有効条件を第１判定部１０ｃへ、第２有効条件を第２判定
部１０ｄへそれぞれ出力する。なお、切替条件情報２０ｂおよび有効条件情報２０ｃは、
ユーザのそれぞれの使い勝手に合わせて変更および追加することとしてもよい。
【００４０】
　切替部１０ｂは、検知部１０ａから取得したタッチ情報２０ａの出力経路を切り替える
。具体的には、切替部１０ｂは、検知部１０ａからタッチ情報２０ａと記憶部２０から切
替条件情報２０ｂとをそれぞれ取得して、タッチ情報２０ａと切替条件情報２０ｂとを照
合する。
【００４１】
　そして、両者が合致した場合に、以後のタッチ情報２０ａの出力経路を入出力部１０ｅ
と第１判定部１０ｃとの間で切り替える。また、タッチ情報２０ａと切替条件情報２０ｂ
とが再び合致した場合には、以後のタッチ情報２０ａの出力経路を入出力部１０ｅと第１
判定部１０ｃとの間で再度切り替えることとなる。
【００４２】
　切替部１０ｂがタッチ情報２０ａを入出力部１０ｅへ出力していた場合を例に挙げると
、タッチ情報２０ａと切替条件情報２０ｂが合致した場合に、切替部１０ｂは、以後のタ
ッチ情報２０ａを入出力部１０ｅへと出力することになる。
【００４３】
　つまり、切替部１０ｂによってタッチ情報２０ａの出力経路を切り替えることで、ユー
ザは使用するシチュエーションに合わせて操作方法を変更できる。すなわち、タッチ情報
２０ａの出力経路を入出力部１０ｅとする場合は、一般的な表示装置としての操作が可能
となる。
【００４４】
　一方、タッチ情報２０ａの出力経路を第１判定部１０ｃとする場合は、後述する判定手
順で、第１のタッチ操作を有効にするか否かを判定する。これにより、第１のタッチ操作
による誤操作を低減することができる。
【００４５】
　なお、切替部１０ｂは、タッチ情報２０ａと切替条件情報２０ｂとを用いる代わりに、
たとえば、表示装置１に別途スイッチ（図示せず）を設け、かかるスイッチのＯＮとＯＦ
Ｆとによって切り替えるか、または、別途車速センサ（図示せず）と接続して車両１００
が走行中か停車中かによって自動的に切り替えることとしてもよい。
【００４６】
　次に、第１判定部１０ｃは、まず、第１のタッチ操作を無効と判定したうえで、第１タ
ッチ情報に基づいて第１のタッチ操作を有効にするか否かを判定する。具体的には、第１
判定部１０ｃは、切替部１０ｂから第１タッチ情報を取得すると第１のタッチ操作を無効
な操作と判定する。つづいて、検知部１０ａが第２のタッチ操作を検知したか否かを判定
する。
【００４７】
　第２のタッチ操作が検知された場合は、第１のタッチ操作を無効としたまま、第１タッ
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チ情報および第２タッチ情報を第２判定部１０ｄへ出力する。なお、かかる第１タッチ情
報は、第２のタッチ操作を検知した後の第１タッチ情報である。
【００４８】
　一方、第２のタッチ操作が検知されなかった場合は、第１タッチ情報と第１有効条件と
を照合する。第１判定部１０ｃは、第１タッチ情報と第１有効条件とが合致した場合に、
第１のタッチ操作が無効であるとの判定を遡及的に解除し、第１のタッチ操作を最初から
有効であったものと判定する。
【００４９】
　また、第１判定部１０ｃは、記憶部２０に記憶されたタッチ情報２０ａの中から、かか
る有効となった第１タッチ情報の履歴を取得する。そして、かかる第１タッチ情報を入出
力部１０ｅへ出力する。一方、第１タッチ情報と第１有効条件とが合致しなかった場合は
、第１のタッチ操作を最終的に無効と判定し、かかる第１のタッチ操作に関する処理を終
了する。
【００５０】
　このように、第１判定部１０ｃは、第１のタッチ操作を無効な操作と判定したうえで、
第１タッチ情報と第１有効条件と合致した場合に、第１のタッチ操作をユーザの意図して
行った操作と見做し、第１のタッチ操作を有効とする判定へ変更する。
【００５１】
　一方、第１のタッチ操作が第１有効条件と合致しなかった場合は、第１のタッチ操作に
関する処理を終了する。したがって、ユーザの意図しない第１のタッチ操作を無効とする
ので、誤操作を低減することができる。
【００５２】
　つづいて、第２判定部１０ｄは、第１のタッチ操作が継続中の第２のタッチ操作を有効
な操作であると判定したうえで、第１タッチ情報および第２タッチ情報に基づいて第１の
タッチ操作を有効にするか否かを判定する。
【００５３】
　具体的には、まず、第２判定部１０ｄは、第１タッチ情報と第２タッチ情報とを第１判
定部１０ｃより取得する。つづいて、第１のタッチ操作が継続中であった場合に、第２の
タッチ操作を有効であると判定する。
【００５４】
　そして、第２判定部１０ｄは、第１タッチ情報および第２タッチ情報と、第２有効条件
とを照合して、これらが合致した場合に、第１のタッチ操作が無効であるとの判定を解除
し、第１のタッチ操作を有効であると判定する。
【００５５】
　一方、第１タッチ情報および第２タッチ情報と、第２有効条件とが合致しなかった場合
には、第１のタッチ操作を無効との判断を継続させる。したがって、第２のタッチ操作の
みが有効となるので、表示パネル２の入力領域を第１のタッチ操作で触れている場合であ
っても、第２のタッチ操作で所望の操作が可能になる。
【００５６】
　第２判定部１０ｄは、第１判定部１０ｃより取得したタッチ情報２０ａの中から、有効
と判定したタッチ情報２０ａのみを入出力部１０ｅへ出力する。そして、第２判定部１０
ｄで無効との判定が解除されなかった第１のタッチ操作に関する処理を終了する。
【００５７】
　このように、第２判定部１０ｄは、第１のタッチ操作継続中に行われた第２のタッチ操
作を有効とすることとしたので、第１のタッチ操作は、表示パネル２におけるすべての入
力領域で操作無効となる。したがって、ユーザは第１のタッチ操作を気にすることなく操
作できる。
【００５８】
　そして、第２判定部１０ｄで、第１のタッチ操作を有効と判定した場合に、第１のタッ
チ操作および第２のタッチ操作が共に有効な操作となるので、かかる２つの操作を用いた
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多様な操作が可能になる。この点については、後述することとする。
【００５９】
　つづいて、入出力部１０ｅは、切替部１０ｂまたは、第１判定部１０ｃおよび第２判定
部１０ｄからタッチ情報２０ａを取得し、タッチ情報２０ａをナビゲーション装置３へと
出力する。そして、ナビゲーション装置３から表示パネル２に表示する画像情報を取得し
、かかる画像情報を表示パネル２へと出力する。
【００６０】
　ナビゲーション装置３は、入出力部１０ｅから取得したタッチ情報２０ａに基づいて、
処理を実行する。具体的には、タッチ情報２０ａに含まれる座標と係る座標に表示したコ
マンドに対応する処理を実行する。かかるコマンドは、たとえば、文字入力のコマンドで
ある。
【００６１】
　そして、ナビゲーション装置３は、かかる処理結果を反映させた画像情報を生成し、か
かる画像情報を入出力部１０ｅへ出力する。
【００６２】
　つづいて、図３Ａ～図３Ｄを用いて、有効条件情報２０ｃについて詳細に説明する。図
３Ａは、有効条件情報２０ｃの一例を示す図である。図３Ｂは、第１有効条件の一例を示
す図である。図３Ｃおよび図３Ｄは、第２有効条件の一例を示す図である。
【００６３】
　図３Ａには、有効条件情報２０ｃの具体例を示している。同図は、第１のタッチ操作を
有効とするための第１のタッチ操作および第２のタッチ操作の条件を示したものである。
そして、初期座標Ａ１および初期座標Ａ２は、図３Ｂ～図３Ｄの表示画像１ａに表示した
座標Ａ１、Ａ２と対応している。
【００６４】
　そして、図３Ｂ～図３Ｄの表示画像１ａの座標Ａ１、Ａ２には、タッチ操作中であるこ
とを示す楕円Ｅ１およびＥ２が表示されている。かかる楕円Ｅ１およびＥ２は、それぞれ
第１のタッチ操作と第２のタッチ操作とに対応している。
【００６５】
　まず、図３Ａの第１有効条件１ならびに図３Ｂを用いて第１有効条件１について説明す
る。図３Ｂに示した矢印３０ａは説明を簡潔にするために仮想的に付け加えたものである
。
【００６６】
　楕円Ｅ１が初期座標Ａ１から、たとえば、矢印３０ａ方向に所定の距離（たとえば３セ
ンチ）以上移動した場合に、第１判定部１０ｃは、第１のタッチ操作を有効であると判定
する。
【００６７】
　そして、ナビゲーション装置３は、かかる第１のタッチ操作がフリック操作であると認
識し、初期座標Ａ１を始点として第１のタッチ操作の操作距離および操作方向に基づいて
表示画像１ａを移動して表示する処理を実行する。
【００６８】
　なお、初期座標Ａ１は、表示画像１ａ上のどの座標でもよく、また、操作方向について
も図示した矢印３０ａ方向に限定されるものではない。
【００６９】
　つづいて、図３Ａの第２有効条件１と図３Ｃとを用いて第２有効条件１について説明す
る。なお、図３Ｃにおいて、初期座標Ａ１、Ａ２を結んだ直線４０ａと、初期座標Ａ１か
ら初期座標Ａ２方向へ延びる矢印３０ｂと、直線４０ａ上を初期座標Ａ２から初期座標Ａ
１方向に向かって延びる矢印３０ｃとは、説明を簡潔にするために仮想的に付け加えたも
のである。
【００７０】
　そして、第２判定部１０ｄは、楕円Ｅ１およびＥ２が、初期座標Ａ１および初期座標Ａ
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２から直線４０ａ上を矢印３０ｂ、３０ｃ方向にそれぞれ移動した場合に（図３Ｃ参照）
、第１のタッチ操作を有効な操作とする判定へ変更する。
【００７１】
　なお、楕円Ｅ１およびＥ２の中から少なくともどちらか一方が直線４０ａ上を任意の方
向に移動した場合にも、第１のタッチ操作を有効にすることとしてもよい。
【００７２】
　そして、ナビゲーション装置３は、かかる第１のタッチ操作および第２のタッチ操作が
「ピンチ（ピンチアウト／ピンチイン）操作」であると判断する。具体的には、初期座標
Ａ１、Ａ２間の距離に比べて、座標間の距離が大きくなる場合に、ピンチアウト操作であ
ると判断し、たとえば初期座標Ａ１、Ａ２間の中央の座標を中心として表示画像１ａを拡
大して表示する処理を実行する。
【００７３】
　一方、初期座標Ａ１、Ａ２間の距離に比べて、座標間の距離が小さくなる場合は、ピン
チイン操作であると判断し、たとえば初期座標間の中央の座標を中心として表示画像１ａ
を縮小して表示する処理を実行する。
【００７４】
　次に、図３Ａの第２有効条件２と図３Ｄとを用いて第２有効条件２について説明する。
なお、図３Ｄにおいて、初期座標Ａ１を円の中心とした初期座標Ａ１およびＡ２の距離を
半径とする円の弧である弧４０ｂと、弧４０ｂに沿って初期座標Ａ２を始点とする矢印３
０ｄとは、説明を簡潔にするために仮想的に付け加えたものである。
【００７５】
　第２判定部１０ｄは、楕円Ｅ１が初期座標Ａ１から略変化がなく、楕円Ｅ２が初期座標
Ａ２から弧４０ｂに沿って、たとえば矢印３０ｄ方向に移動した場合に（図３Ｄ参照）、
第１のタッチ操作を有効であると判定する。
【００７６】
　なお、第２のタッチ操作の初期座標Ａ２を中心として、第１のタッチ操作が回転した場
合であっても、第２判定部１０ｄは、第１のタッチ操作を有効と判定することとしてもよ
い。
【００７７】
　そして、ナビゲーション装置３は、かかる第１のタッチ操作および第２のタッチ操作が
「ローテート操作」であると判断する。具体的には、たとえば、第２のタッチ操作の操作
方向と操作距離に応じて、初期座標Ａ１を中心として表示画像１ａを回転して表示する処
理を実行する。
【００７８】
　このように、第２有効条件とタッチ情報２０ａとが合致した場合に、ピンチ操作やロー
テート操作といったマルチタッチ操作を行うことができる。したがって、ユーザは、軽快
に入力することができる。
【００７９】
　なお、図３Ａ～図３Ｄを用いて説明した操作はいずれも厳密である必要はない。たとえ
ば、図３Ｃおよび図３Ｄに破線で示した直線４０ａ、弧４０ｂに任意の幅を持たせ、直線
４０ａおよび弧４０ｂからの操作のズレが任意の幅内であった場合、第２判定部１０ｄが
第１のタッチ操作を有効と判定することとしてもよい。
【００８０】
　つづいて、操作方法の報知例について図４を用いて説明する。図４は、操作方法の報知
例を示す図である。なお、図４には、表示パネル２をユーザが左手の人差し指で触れた状
況を示している。また、表示画像１ａには、操作方法を報知するナビ画像５０を表示して
いる。
【００８１】
　上述してきたように、表示装置１は、一般的な表示装置とは、異なる操作が必要となる
。したがって、操作に不慣れなユーザが表示装置１を操作しようとした場合に、操作方法
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の違いから困惑してしまう恐れがある。
【００８２】
　そこで、ユーザが表示パネル２に触れると、たとえば、表示画像１ａに操作方法を報知
するナビ画像５０を表示し、ユーザに操作方法を報知することとしてもよい。
【００８３】
　具体的には、ナビ画像５０は、たとえば、「第１のタッチ操作を無効にしています。フ
リック操作するか、続けて第２のタッチ操作を実行して下さい」と表示する画像である。
このように、操作方法を報知するナビ画像５０を表示することで、操作に不慣れなユーザ
も容易に操作することが可能となる。
【００８４】
　なお、ナビ画像５０は、ユーザの意向に沿って表示させないこととしてもよく、また、
ナビ画像５０を用いる代わりに、表示装置１が起動した際に表示されるデモ画面で操作方
法を説明することとしてもよい。この他、第１のタッチ操作の際にユーザの指が接地して
いる位置や周囲の表示画像を通常状態から変化させてユーザに一般的な操作とは異なるこ
とを認識させるようにしてもよい。
【００８５】
　次に、表示装置１によって実行される表示処理について図５を用いて説明する。図５は
、表示装置１が実行する表示処理手順を示すフローチャートである。
【００８６】
　図５に示すように、検知部１０ａが表示パネル２での第１のタッチ操作を検知すると（
ステップＳ１０１）、第１判定部１０ｃは、第１のタッチ操作を無効にする（ステップＳ
１０２）。次いで、第１判定部１０ｃは、検知部１０ａによって第２のタッチ操作が検知
されたか否かを判定する（ステップＳ１０３）。
【００８７】
　そして、検知部１０ａによって第２のタッチ操作が検知されなかった場合に（ステップ
Ｓ１０３，Ｎｏ）、第１判定部１０ｃは、第１のタッチ操作と第１有効条件とを照合する
（ステップＳ１０４）。
【００８８】
　ステップＳ１０４において第１判定部１０ｃは、第１のタッチ操作と第１有効条件とが
合致しなかった場合（ステップＳ１０４，Ｎｏ）、第１のタッチ操作を無効にしたまま処
理を終了する。
【００８９】
　一方、ステップＳ１０４において第１判定部１０ｃは、第１のタッチ操作と第１有効条
件とが合致した場合（ステップＳ１０４，Ｙｅｓ）、第１のタッチ操作を有効と判定し、
ステップＳ１０８以降の処理を実行する。
【００９０】
　ここで、ステップＳ１０３に戻って、第２判定部１０ｄは、第２のタッチ操作を検知し
た場合には（ステップＳ１０３，Ｙｅｓ）、第１のタッチ操作が継続中か否かを判定する
（ステップＳ１０５）。
【００９１】
　そして、第２判定部１０ｄは、第１のタッチ操作が継続していなかった場合（ステップ
Ｓ１０５，Ｎｏ）、第２のタッチ操作を第１のタッチ操作とし（ステップＳ１０６）、ス
テップＳ１０２以降の処理を行う。
【００９２】
　一方、ステップＳ１０５において、第１のタッチ操作が継続中であった場合に（ステッ
プＳ１０５，Ｙｅｓ）、第２判定部１０ｄは、第２のタッチ操作を有効と判定する（ステ
ップＳ１０７）。
【００９３】
　そして、第２判定部１０ｄは、第１のタッチ操作と第２のタッチ操作と第２有効条件と
が合致するか否かを判定する（ステップＳ１０８）。ステップ１０８において第２判定部
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１０ｄは、第１のタッチ操作と第２のタッチ操作と第２有効条件とが合致しなかった場合
（ステップＳ１０８，Ｎｏ）、第１のタッチ操作を無効としたまま、第２のタッチ操作の
みを有効として処理を終了する。
【００９４】
　また、ステップ１０８において第２判定部１０ｄは、第１のタッチ操作と第２のタッチ
操作と第２有効条件とが合致した場合（ステップＳ１０８，Ｙｅｓ）、第１のタッチ操作
を有効とし、その結果、第１のタッチ操作および第２のタッチ操作を共に有効として処理
を終了する（ステップＳ１０９）。
【００９５】
　上述してきたように、実施形態に係る表示装置は、検知部と、第１判定部と、第２判定
部とを備える。検知部は、表示パネルの入力領域に対する接触を検知する。第１判定部は
、検知部によって検知された第１の接触を無効な接触と判定する。第２判定部は、第１の
接触が継続している間に検知部によって検知された第２の接触を有効な接触と判定する。
したがって、意図しない操作を低減しつつ軽快に入力することができる。
【００９６】
　ところで、上述した実施形態では、表示装置１が車両１００に搭載されたナビゲーショ
ン装置３に接続された場合を例に挙げたが、これに限られるものではない。すなわち、か
かる表示装置１をタブレット端末に適用することも可能である。
【００９７】
　ここで、表示装置１をタブレット端末に適用した場合について説明する。図６は、表示
装置１をタブレット端末に適用した例を示す図である。なお、図６には、ユーザがタブレ
ット端末６０を左手で持ち、右手で操作する場合を例示している。この場合、ユーザの左
手の親指と右手の人差し指とがタブレット端末６０の表示パネル２に接地している。
【００９８】
　図６に示すように、表示パネル２に２点でユーザの指が接地している場合、一般的なタ
ブレット端末６０では、かかる２点での接地をいずれも有効な操作と判定し、ユーザの意
図しない操作が処理されることになる。
【００９９】
　したがって、タブレット端末６０を持つ左手の親指は、表示パネル２と接地してはなら
ないので、ユーザがタブレット端末６０を持つ位置は、表示パネル２の入力領域以外に制
限される。
【０１００】
　一方、上述した表示装置１をタブレット端末６０に適用した場合は、たとえば、左手の
親指での操作を第１のタッチ操作とすると、左手の親指での操作は無効となり、第２のタ
ッチ操作である右手の人差し指のみが有効な操作として処理されることになる。
【０１０１】
　したがって、ユーザはタブレット端末６０の表示パネル２の入力領域であっても持つこ
とが可能になる。この場合、たとえば、左手の親指は、タブレット端末６０の右手の人差
し指での操作を有効とするためのスイッチと見做すことができる。
【０１０２】
　このように、表示装置１をタブレット端末６０へ適用すると、第１のタッチ操作による
誤操作を低減することができる。また、第１のタッチ操作継続中の第２のタッチ操作のみ
を有効とすることから、タブレット端末６０の表示パネル２を持つたとえば左手の親指は
、タブレット端末６０の操作を有効とするためのスイッチとなる。
【０１０３】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。このため、本
発明のより広範な態様は、以上のように表しかつ記述した特定の詳細および代表的な実施
形態に限定されるものではない。したがって、添付の特許請求の範囲およびその均等物に
よって定義される総括的な発明の概念の精神または範囲から逸脱することなく、様々な変
更が可能である。
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【符号の説明】
【０１０４】
１　表示装置
１ａ　表示画像
２　表示パネル
３　ナビゲーション装置
１０　制御部
１０ａ　検知部
１０ｂ　切替部
１０ｃ　第１判定部
１０ｄ　第２判定部
１０ｅ　入出力部
２０　記憶部
２０ａ　タッチ情報
２０ｂ　切替条件情報
２０ｃ　有効条件情報
５０　ナビ画像
６０　タブレット端末
１００　車両

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図３Ｄ】

【図４】

【図５】 【図６】
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